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○景観法の概要
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○景観法の対象地域のイメージ
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① ②

※①、②とも、公園計画に適合するものでなければならない
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○国立公園・国定公園と景観法の関係



○景観法の概要（景観計画の計画事項）

5



○景観法の概要（届出対象行為）
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○景観法の概要（景観形成基準）
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○景観法の概要（特定届出対象行為）

届出対象行為のうち、建築物の建築等、工作物の建設等については、条例により、
特定届出対象行為として定めることができます。
特定届出行為については、景観形成基準のうち、形態意匠の制限に適合しない場合
は、設計変更命令を行うことが可能です。

「高さ」の制限はできないことに留意
【特定届出対象行為】
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○景観法の概要（罰則等について）
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○景観法の概要（景観地区・準景観地区）
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○景観法の概要（景観地区内で可能な制限）
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○景観法の概要（景観地区の規制担保手法）
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被命令者を確知できないと
きは代執行可能

○景観法の概要（景観地区における罰則等について）
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○自然公園における景観法との連携状況

□国立公園の集団施設地区がある市町村における景観計画の策定状況
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景観行政団体になり景観計画策定済

景観行政団体になっているが景観計画未策定

景観行政団体になっていない

集団施設地区（全国122箇所）を有する市町村（93
市町村）のうち、景観行政団体となっているのは53
市町村、うち景観計画を策定しているのは47市町村
と、およそ半分。

（平成31年3月31日現在 環境省資料、国土交通省HPより）

□景観法と他法令の連携

景観法と自然公園法との
連携は制度上意識されて
いるが、実績は非常に
少ない。

国立公園の集団施設地区がある市町村 93団体

（参考：全国 1,724団体）
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